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指定介護老人福祉施設  

特別養護老人ホーム ケアプラザたまアネックス 

 

【 重 要 事 項 説 明 書 】 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

(東京都指定 第１３７５００１４９０号) 

                                                                                       

当施設はご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 ※当施設への入居は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。 
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１． 施設経営法人 

（１）法人名     社会福祉法人  蓬莱会 

（２）法人所在地   徳島県阿波市阿波町北整理１番地の１ 

（３）電話番号    ０８８３－３５－６０８５ 

（４）代表者氏名   理事長  大塚 忠廣 

（５）設立年月日   昭和５４年１０月２２日 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類及び構造 指定介護老人福祉施設 

           平成２６年３月１日 

敷 地 ８３４４.２９㎡ 

建 物 
構造 鉄筋コンクリート造 陸屋根３階建て 

延べ床面積 ７７２４.６３㎡ 

居室数 施設入所 ３２室（内、短期入所 ２室） 

 

（２）施設の目的       

指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、入所者の処遇に関する計画に基づ

き、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の

介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理上及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにすることを目指します。 

 

（３）施設の名称     特別養護老人ホーム ケアプラザたまアネックス 

（４）施設の所在地    東京都多摩市永山３丁目１２番地２ 

（５）電話番号      ０４２－３１３－７５１８ 

（６）施設長氏名     松永 裕幸 

（７）当施設の運営方針   

1 当施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うよ 

う努めるものとします。 

2 当施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営 

を行い関係する市区町村や老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その 

他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と密接な連携を図るものとします。 

（８）開設年月日     平成２６年３月 1日 

（９）入所定員      ３２人 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

入所される居室は、個室又は多床室となっております。居室数１０室あります。 

   居室につきましては、入所者様の心身の状況や居室の空き状況により、ご希望に添え

ない場合もあります。 
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居室・設備の種類       室数                      備考 

  個室 ２室  

 三人部屋 ２室  

 四人部屋 ６室  

   合  計 １０室   

   

☆居室の変更：入所者様から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況

により施設でその可否を決定します。また、入所者様の心身の状況、他の入所者様の

心身状態の急変等により居室を変更する場合があります。その際には、入所者様やご

家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

４．職員の配置状況     

当施設では、入所者様に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の 

職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉※職員配置については、指定基準を遵守しています。 

従業者の職種 員数 

区  分 
常勤換算後

の人員 
指定基準 保有資格 常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 

（施設の従業者の管

理、業務の実施状況

の把握、その他の管

理を一元的に行う。） 

１  １   １ １以上（常勤） 

社会福祉施設

長資格認定講

習課程修了 

 

医師 

(入所者様の健康管

理及び療養指導を行

います) 

２     ０.２ 必要数（嘱託医） 

医師免許 

生活相談員 

（入所者様の日常

生活上の相談に応

じ、適宜生活支援を

行います） 

１  １   １ 1 以上（常勤） 

介護福祉士等 

 

介護職員 

（入所者様の日常

生活上の介護並び

に健康保持のため

の相談・助言等を行

います） 

９以

上 
 

９以上(常勤非常勤

合わせて) 
９以上 

介護職員と看護職員 

の総数は、常勤換算 

方法で入所者の数が 

３またはその端数を 

増すごとに１以上。 

介護福祉士等 
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看護職員 

（入所者様の健康管

理や療養上の世話を

行いますが、日常生

活上の介護、介助も

行います） 

２以

上 
 

２以上(常勤非常勤

合わせて) 
２以上 

１人以上（常勤） 

入所者５０以内…常

勤換算方法で２以上 

看護師免許 

准看護師免許 

       

栄養士 

（入所者様の栄養や

身体の状況・嗜好を

考慮した献立及び調

理指導を行います） 

１  １   1 １以上 

管理栄養士免

許・栄養士免

許 

機能訓練指導員 

（機能訓練を指導し

ます） 

１  １   1 
１以上（常勤、兼務含

む） 

理学療法士、

作業療法士、

言語聴覚士、

看護職員、柔

道整復師又は

あん摩マッサ

ージ指圧師、

はり師、きゅ

う師 

介護支援専門員 

（施設サービス計

画＜ｹｱﾌﾟﾗﾝ＞を作

成します 

１  １   １ １以上（常勤） 

介護支援専門

員 

 

  ＊ 生活相談員、介護職員、管理栄養士、医師、機能訓練指導員、介護支援専門員は、特別養護

老人ホームと併設（介護予防）短期入所生活介護サービスとの合算数。 

 

〈主な職種の勤務体制〉 

           職種               勤 務 体 制 

１．管理者、生活相談員等 日勤 ０９：００～１８：００ 

２．介護職員 早番 ０６：５０～１５：５０ 

日勤 ０８：００～１７：００  

遅番 １３：００～２２：００ 

夜間 ２１：５５～０６：５５  

３．看護職員 日勤 ０８：３０～１９：００ 

４．機能訓練指導員 日勤 ０９：００～１８：００ 
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５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、入所者様に対して以下のサービスを提供します。 

 当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を入所者様に負担いただく場合 

  

  があります。 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

①栄養管理 

   ・当施設では、管理栄養士の管理する献立により、栄養並びに入所者様の心身の状況及 

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

   ・入所者様の自立支援のため離床して共同生活室にて食事を摂っていただくことを原則 

としています。 

   （食事時間） 

    朝食：午前 ８：００～ 

    昼食：午後 ０：００～   

    夕食：午後 ６：００～ 

   ・栄養改善から生活機能の維持·向上を目的とし、個々の利用ならびに心身の状況に応

じた栄養ケア計画を作成します。とくに低栄養状態や疾病、摂食機能障害を有する場

合は、特別な栄養管理を行い、改善を図ります。 

  ②入浴                                

   ・入所者様の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方

法により、入所者様に入浴の機会を提供いたします。ただし、やむを得ない場合に

は、清拭を行います。 

  ③排泄 

   ・排泄の自立を促すため、入所者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

・機能訓練指導員等により、入所者様の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要 

な機能の維持又はその減退の予防に努めます。 

⑤ 健康管理 

医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑥ 夜間緊急時の対応について 

   ・看護職員が夜間等、看護職員不在の時でも連絡体制を定めて、必要に応じ緊急の呼び 

出しに応じて出動対応します。 

⑦ その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

＊ 介護報酬の改定に伴う基準に該当した場合には、加算項目が追加されます。 

＊ 介護報酬の改定における基準については、サービスの向上の上からも適合するよう施

設では努めております。その都度、変更等についてはご連絡いたします。 

＊ 介護保険法からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、入所者様の

負担額を変更します。 
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（２）介護保険の給付対象外となるサービス 

別添：利用料金表によります。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由についてご説明します。 

 

（３）利用料金 

  利用料金については、別添：利用料金表によります。 

 

（４）利用料金のお支払い方法 

    前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、以下の

方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに対する利用料金は、利用日

数に基づいて計算した金額とします。） 

支払い方法は、原則として、預貯金口座より自動引き落としとなっております。 

なお、請求書は翌月２５日前後に到着するように郵送いたします。 

 

（５）入所中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、入所者様の希望により、下記の協力医療機関において診療・

入院治療を受けることができます。（但し下記の医療機関での優先的な診療・入院治療を

保証するものではありません。また、下記の医療機関での診察・入院治療を義務づけるも

のでもありません。） 
 

① 協力医療機関  

医療機関の名称 所  在  地 診療科 

社会医療法人 
河北医療財団 
天本病院 

東京都多摩市中沢２－５－１ 

 

 

内科・脳神経科・精神科 

呼吸器内科・消化器内科 

老年科・リハビリ科 

医療法人社団 
幸隆会 
多摩丘陵病院 

東京都町田市下小山田町1491 

 

内科・外科・整形外科 

脳神経外科・眼科・泌尿器科 

リハビリ科・婦人科 

医療法人社団 

珠光会 

聖ヶ丘病院 

東京都多摩市連光寺2-69-6 内科・整形外科 

 

② 協力歯科医療機関 

 

医療機関の名称 医療法人社団 桜栄会 豊田デンタルクリニック 

所在地 〒191-0062 東京都日野市多摩平1-4-19 藤ビル4F 
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６．施設を退居していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めておりません。従って、以下のような

事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、次のような事項に該当す

るに至った場合には、当施設との契約は終了し、入所者様に退居していただくことになります。 

① 要介護認定により入所者様の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、入所者様に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ 入所者様から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦ 平成２７年４月１日以降入居した入居者が要介護認定で要介護１又は要介護２と認定

された場合、当施設の「入退居指針」に示す「特例入所」に該当しない場合。        

                                                                           

（１）入所者様からの退居の申し出（中途解約・契約解除） 

  契約の有効期間であっても、入所者様から当施設からの退居を申し出ることができます。 

  その場合には、退居を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。                    

  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 施設の運営規程の変更に同意できない場合 

③ 入所者様が入院された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービ

スを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により入所者様の身体・財物・信用等を

傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑦ 他の入所者様が入所者様の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

                                                                                     

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除） 

  次の事項に該当する場合には、当施設より退居していただくことがあります。 

① 入所者様が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告

げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

② 入所者様による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催

告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ 入所者様が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは、他の入所

者様等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによ

って、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ 入所者様が連続して３ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは

入院した場合 

⑤ 入所者様が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した

場合                                                                      
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  ＊入所者が病院等に入院された場合の対応について＊ 

  当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、次の通りです。 

  ① ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合  

  ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 

ただし、入院期間中であっても所定の利用料金をご負担いただきます。 

入所者が、短期入院又は外泊（6 日以内／月）をされた場合にお支払いいただく費用は福祉

施設外泊時費用＋居住費です。 

 

※入院・外泊時においてお部屋を確保している場合、居住費は徴収させて頂きます。福祉施設外

泊時費用算定時は負担限度額に応じた居住費を、それ以外の期間は１,１００円の居住費を徴収

させていただきます。 

                                                                                    

（３）円滑な退居のための援助 

 入所者様が当施設を退居する場合には、入所者様の希望により、事業者は入所者様の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助を入所者様に

対して速やかに行います。 

 ○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

 ○居宅介護支援事業者の紹介 

 ○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

  

  

 

 

７．個人情報の取り扱いと守秘義務 

 事業者及びサービス従事者は、関係法令に基づいて、入所者様の記録や情報を適切に管理

し、入所者様の求めに応じてその内容を開示します。サービスの提供にあたって、知り得た

入所者様または身元保証人に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この

守秘義務は本契約が終了した後も継続します。ただし、入所者様に医療上、緊急の必要性が

ある場合には、医療機関等に入所者様に関する心身等の情報を提供します。 

その他、サービス利用者に対して提供する介護サービスがより妥当適切なものとなるよう、

指定介護老人福祉施設サービスの利用期間中に限り、入所者様の個人情報をサービス担当者

会議等において用いることがあります。 

個人情報の利用目的としては、以下のものがあります。 

【入所者様への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．施設内部での利用目的 

  ①施設が入所者様等に提供する介護サービス 

   ・入所者様に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供される

ために実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

・入所者様が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める 

必要のある場合 

   ・その他サービス提供で必要な場合 

  ・上記各項に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 
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②介護保険事務 

③介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

  ・入退居等の管理     ・会計、経理 

  ・介護事故、緊急時等の報告  ・当該入所者様の介護・医療サービスの向上 

 ２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

  ①施設が入所者様等に提供する介護サービスのうち 

・介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

・医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他 

・社会福祉団体等との連絡調整のため 

・その他の業務委託 

・入所者様の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

・行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

・家族等への心身の状況説明 

  ②介護保険事務 

  ・保険事務への委託（一部委託含む） 

  ・審査支払い機関へのレセプトの提出 

  ・審査支払い機関又は保検者からの照会への回答 

  ③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 １．施設内部での利用に係る利用目的 

   ①施設の管理運営業務のうち次のもの 

   ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

   ・施設等において行われる学生等への実習への協力 

   ・施設において行われる事例研究等 

  ２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

    ①施設の管理運営業務のうち 

    ・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

８．サービス提供中における事故発生時の対応 

施設は、入所者様に対するサービスの実施にともなって事故が発生した場合は、速やか 

に身元保証人及び関係者(当該保険者等)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

事業者は、自己の責に帰すべき事由により入所者様又は身元保証人に生じた損害に備え 

て、損害賠償保険に加入しています。 

ただし、入所者様又は身元保証人に過失が認められる場合には、入所者様の置かれた心

身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるも

のとします。 

 

９．非常災害への対応 

施設は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、 

ご入所者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。昼間及 

び夜間（想定含む）に防火防災訓練等を年２回以上実施します。 
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10．残置物の引取 

利用が終了した後、施設に残された入所者様の所持品（残置物）を入所者様自身が引き 

取れない場合、施設は、身元保証人に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。ま

た、引渡しにかかる費用については、入所者様または残置物引取人にご負担いただきます。 

 

11．苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

   当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当） 生活相談員 

○連絡先 電話番号 ０４２－３１３－７５１８ 

ＦＡＸ  ０４２－３１３－７５２４ 

○受付時間 毎週 月曜日～金曜日 ９：００～１８：００ 

○御意見箱 苦情受付のための「ご意見箱」を玄関正面に設置しております。 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

多摩市オンブズマン事務局 所 在 地：〒252-0236 東京都多摩市関戸 6-12-1 

電話番号 042-338-6809 

東京都国民健康保険団体連合会 

介護相談指導課 

所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-5-1-11 階 

電話番号 03-6238-0177 

東京都社会福祉協議会 福祉サー

ビス運営適正化委員会 

所 在 地：〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸 1-1 

電話番号 03-3268-7171 

 

12.当施設ご利用の際にご留意いただく事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入所されている入所者様の共同生活の場としての快適 

性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

 

来訪・面会 

○来訪者は、面会時間を遵守してください（９：００～２０：００）。 

なお、来訪される場合、食べ物の持ち込みについては、職員に一度

ご相談下さい。 

外出・外泊 

○外出・外泊をされる場合は、必ず事前にお申し出下さい。 

直前の申し出は、食事の中止やお薬のご用意が間に合わない場

合があります。外泊については、１ヵ月につき連続して７泊以内とさせ

ていただきます。 

尚、外泊・入院等で居室を空けておく場合については、『入所者が、

短期入院又は外泊（6 日以内／月）をされた場合にお支払いいた

だく費用は福祉施設外泊時費用＋居住費です。』をご確認下さ

い。 

施設・設備の使用上の

注意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してくだ

さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えばさけられたにもかかわらず、

施設、設備を壊したり、汚した場合には、入所者様に自己負担により
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原状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場

合があります。 

○入所者様に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必

要があると認められる場合には、入所者様の居室内に立ち入り、必

要な措置をとることができるものとします。但し、その場合、ご本人の

プライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入所者様に対し、迷惑を及ぼすような宗教

活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。 

喫煙・飲酒 

○施設内の指定喫煙場所以外での喫煙はできません。 

また、マッチ・ライター等の火器類につきましては、居室内への持ち

込みをお断りいたしますので、職員にお預けください。 

○飲酒につきましては、ご遠慮ください。 

動物飼育 〇施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。 

所持品及び現金等の

管理 

○所持品については、紛失予防のため、全てのものに氏名を記載し

て下さい。 

○居室内での現金・貴重品の管理については、個人の責任におい

て行って下さい。紛失の場合、当施設では責任を負いかねます。 

                                

 

※この重要事項説明書は､東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平

成２４年東京都条例第４１号）第１２条第１項の規定に基づき､利用申込者またはその家族への重要

事項説明のために作成したものです。 
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別紙

①施設サービス費、居住費、食費　※おむつ代、洗濯代はサービス費に含まれます。

１割負担の方の施設利用料目安 単位：円
介護度 段階 サービス費 居住費 食費 一日当たり 1ヶ月（30日）

1 0 300 1,044 31,320
2 430 390 1,564 46,920

3-1 430 650 1,824 54,720
3-2 430 1,360 2,534 76,020
4 1,100 1,790 3,634 109,020
1 0 300 1,117 33,510
2 430 390 1,637 49,110

3-1 430 650 1,897 56,910
3-2 430 1,360 2,607 78,210
4 1,100 1,790 3,707 111,210
1 0 300 1,196 35,880
2 430 390 1,716 51,480

3-1 430 650 1,976 59,280
3-2 430 1,360 2,686 80,580
4 1,100 1,790 3,786 113,580
1 0 300 1,269 38,070
2 430 390 1,789 53,670

3-1 430 650 2,049 61,470
3-2 430 1,360 2,759 82,770
4 1,100 1,790 3,859 115,770
1 0 300 1,338 40,140
2 430 390 1,858 55,740

3-1 430 650 2,118 63,540
3-2 430 1,360 2,828 84,840
4 1,100 1,790 3,928 117,840

※段階は介護保険負担限度額認定による（段階”3-2”は令和3年8月分からの適用）

２割負担の方の施設利用料目安 単位：円
介護度 段階 サービス費 居住費 食費 一日当たり 1ヶ月（30日）
介護度１ 4 1,488 4,378 131,340
介護度２ 4 1,634 4,524 135,720
介護度３ 4 1,790 4,680 140,400
介護度４ 4 1,937 4,827 144,810
介護度５ 4 2,076 4,966 148,980

３割負担の方の施設利用料目安 単位：円
介護度 段階 サービス費 居住費 食費 一日当たり 1ヶ月（30日）
介護度１ 4 2,232 5,122 153,660
介護度２ 4 2,451 5,341 160,230
介護度３ 4 2,686 5,576 167,280
介護度４ 4 2,905 5,795 173,850
介護度５ 4 3,114 6,004 180,120

②加算項目（裏面参照）

③医療費・薬代（入居者により異なります）

④日常生活上必要となる諸費用実費 

月額 月額
120 80
40 100
40 10
10 50
640 330
480 110
80 150
10 50
20

※入居者が個別に持ち込まれ使用される電気製品１品につき、設置された時点で課金されます。

⑤その他

・行事食　 １回300円程度×3回程度　1ヶ月の献立に組み込まれています

・訪問理美容 実費相当額

・レクリエーション関係　実費相当額

・複写物の交付　1枚10円　記録等複写物の交付

・インフルエンザ及びその他予防接種　実費相当額

・エンゼルケア物品代 　 布類セット 実費(H30.4.1現在1,620円）

浴衣 実費(H30.4.1現在2,780円）（当施設で提供した場合）

・死亡診断書代　　10,000円 　施設内でお亡くなりになった場合

・他

電気シェーバー 電子レンジ

CDラジカセ その他実費相当額

冷蔵庫小型 電気ポッド

加湿器 電気アンカ

扇風機 消臭器

デスクトップパソコン 電気カーペット

ノートパソコン ミシン

DVDプレイヤー 携帯充電器

液晶テレビ 電気毛布

介護度4 969

介護度5 1,038

1,100 1,790

1,100 1,790

※サービス費は、新型コロナウィルス感染対策費用として令和3年9月30日分まで記載の金額より0.1％上乗せされます（1～3割共通）

製品 製品

介護度3 896

特別養護老人ホーム　ケアプラザたまアネックス（従来型多床室）　料金表

介護度１ 744

介護度2 817
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加算項目一覧　（算定される加算は、毎月の実績により変動します） 別紙

１割負担 ２割負担 3割負担

39 77 116

7 13 20

14 28 42

20 39 58

23 45 68

108 215 322

215 429 644

13 26 39

22 43 65

33 65 97

65 129 193

6 11 16

264 528 792

33 65 97

215 429 644

12 24 36

30 60 90

429 858 1,287

108 215 322

97 193 290

118 236 354

7 13 20

697 1,394 2,091

1,394 2,788 4,181

78 155 232

155 309 463

837 1,673 2,509

1,694 3,388 5,082

4 7 10

5 9 13

43 86 129

4 7 10

14 28 42

11 22 33

16 32 48

22 43 65

322 644 965

43 86 129

54 108 161

22 43 65

129 258 386
27 54 81
28 56 84
44 88 132

601 1,201 1,801
494 987 1,480
494 987 1,480
429 858 1,287
536 1,072 1,608
11 22 33
43 86 129
24 47 71
20 39 58
7 13 20

サービス提供体制強化加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算Ⅲ

　　　　　　　　　　　　退所時

　　　　　　　　　　　　退所後

　　　　　　　　　　　　退所前連携

在宅復帰支援機能加算

在宅・入所相互利用加算

サービス提供体制強化加算Ⅰ

退所時等相談援助加算　　退所前

自立支援促進加算　　月

科学的介護推進体制加算Ⅰ　　月

科学的介護推進体制加算Ⅱ　　月

安全対策体制加算　※1回のみ

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

若年性認知症入所者受入加算

専従の常勤医師を配置している場合

障害者生活支援体制加算Ⅰ

障害者生活支援体制加算Ⅱ

外泊時在宅サービス利用費用

当月算定単位数の14％

認知症行動・心理症状緊急対応加算

褥瘡マネジメント加算Ⅰ　　月

褥瘡マネジメント加算Ⅱ　　月

排せつ支援加算Ⅰ　　月

排せつ支援加算Ⅱ　　月

排せつ支援加算Ⅲ　　月

認知症専門ｹｱ加算Ⅱ

経口維持加算Ⅱ　　月

口腔衛生管理加算Ⅰ　　月

口腔衛生管理加算Ⅱ　　月

療養食加算

配置医師緊急時対応加算　早朝・夜間

配置医師緊急時対応加算　深夜

看取り介護Ⅱ-1（死亡日以前31日以上45日以下）

看取り介護Ⅱ-2（死亡日以前4日以上30日以下）

看取り介護Ⅱ-3（死亡日前日及び前々日）

看取り介護Ⅱ-4（死亡日当日）

認知症専門ｹｱ加算Ⅰ

経口維持加算Ⅰ　　月

生活機能向上連携加算Ⅱ　　月

個別機能訓練加算Ⅰ

個別機能訓練加算Ⅱ　　月

ADL維持加算（1）　　月

ADL維持加算（2）　　月

精神科医師による療養指導が月2回以上

外泊時費用

初期加算

再入所時栄養連携加算

栄養マネジメント強化加算

経口移行加算

生活機能向上連携加算Ⅰ　　3月毎

項目
自己負担額（円）

日常生活継続支援加算

看護体制加算Ⅰイ

看護体制加算Ⅱイ

夜勤職員配置加算Ⅰロ

夜勤職員配置加算Ⅲロ

 


